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1. 政策課題研究 6 

 

持続可能社会システムに関する政策課題研究 

-持続可能な滋賀の実現のための施策手法に関する研究- 

 
 

金 再奎・岩川貴志1）・奥田一臣2）・五味 馨 3）・佐藤祐一・島田幸司4）・松岡 譲 3）・内藤正明・宮永健太郎 

 
 
 
要約 

滋賀県が 2008 年に策定した「持続可能な滋賀社会ビジョン」の実現のための道筋（ロードマップ）を描く手法を開発

し、滋賀の持続可能な社会への転換につながる有効な施策手段のパッケージを提案した。そして、地元住民の参画の下、

住民が将来望む社会の方向性をすくい上げ、かつ地域の実情を踏まえた将来社会ビジョンの作成手法を開発した。それを

用いて県下の具体的な地域（東近江市）を対象として、脱温暖化を図りながら、かつ地元住民が望む実現可能性の高い将

来社会ビジョンを作成した。 

そして、持続可能な滋賀社会づくりに向けた経済的手法の可能性について検討した。その結果、県がすでに導入してい

る経済的手法（滋賀県産業廃棄物税、琵琶湖森林づくり県民税）、ならびに県が導入していない他の経済的手法（地方炭

素税、自動車関連税制のグリーン化、地方排出量取引制度）について、持続可能社会づくりに向けての解決すべき課題や

今後の方向性が明らかになった。 

 

1. はじめに 

滋賀県は低炭素社会の構築および琵琶湖の再生を目指

して 2008 年 3 月に「持続可能な滋賀社会ビジョン」を策

定した。そこでは、2030 年時点において、県内からの二

酸化炭素排出量を 1990 年比で半減するために必要な対策

群や滋賀の人々の生活スタイル、そして、それを支える社

会基盤システムなどを提示している。 

これからはそのビジョンで示した対策を確実に推進し

ていくために有効な施策手段を洗い出し、県行政として、

いつ、どのような施策を、どれぐらいしなければならない

のか、その実現の道筋（ロードマップ）を作成する必要が

ある。 

また、ビジョンの実現のためには、地域（市町）との連

携が不可欠であり、地域住民の参画の下、県全体のビジョ

ンを各地域の実情に合うようにより具体化することも必

要である。その際、県行政としては、どういう制度的、経

済的支援手段があり、どういう課題があるのかを併せて検

討することも重要であると考える。 

そこで、本研究では、「持続可能な滋賀社会ビジョン」

の実現に向け、滋賀の持続可能な社会への転換につながる

有効な施策手段のパッケージ（ロードマップ）を提案する

とともに、具体的な地域を対象として、地元住民の参画の

下、地域の実情を踏まえつつ、住民が望む将来社会ビジョ

ンの作成プロセスを提案した。また、その社会を実現する

ための制度的、経済的手法について検討し、その期待され

る効果および滋賀県において実行に移すための課題を整

理したので報告する。 

 
2. 2030 年持続可能な滋賀へのロードマップ 

温室効果ガスを大幅に削減した持続可能な社会の実現

は、省エネ技術の革新や普及といった要素技術対応だけで

はなく、価値観まで含めた地域社会の構造転換によるエネ

ルギー消費水準の低い社会への変革が求められる。これは

地域社会のあり方自体を問いなおすことであるため、行政、

住民、事業者など地域のさまざまな主体が参画し、目指す

目標社会（ビジョン）を明確に共有したうえで、数十年の

時間スケールの中でその目標に向かってなにをしていか

なければならないか（ロードマップ）、そのためにこれか

ら何をすべきかを考えることが必要である。 

筆者らの研究グループは 2005 年から滋賀県を舞台に、

目指す目標社会の姿（ビジョン）の定量的な作成手法を確

立し、それを用いて 2030 年に温室効果ガス排出量半減

（1990 年比）を達成した滋賀の姿を描き、“持続可能社会

の実現に向けた滋賀シナリオ（滋賀県持続可能社会研究会、

2007）”として公表してきた。 

多くの温室効果ガス削減に関する試算が、将来の社会情

勢の変化は所与として、どのような技術を取り入れるか、

1) NPO 法人循環共生社会システム研究所、2) 滋賀県琵琶湖環境部温暖化対策課、3) 京都大学工学研究科、4) 立命館大学経済学部 
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という部分に集中しているのに対し、我々の手法では技術

に加え、人々の暮らしや地域の経済はどのように変化して

いくのか、あるいはどう変えていくべきか、という部分も

含めて考えている。このような成果を参考として、滋賀県

では今後の滋賀県の行政施策の展開の方針として、“持続

可能な滋賀社会ビジョン（滋賀県、2008）”を策定した。 

つぎの段階で必要なのは、このようにして描いたビジョ

ンをどうやって実現するのか、という道筋を示すことであ

る。 

通常ひとつの対策を実施するためには、計画作成やイン

フラ整備、支援制度など他にも実施すべきこと（ここでは

施策と総称する）が多く発生する。我々は、これらの施策

を行程化した「ロードマップ」を作成する手法を開発し、

上記“持続可能社会の実現に向けた滋賀シナリオ（滋賀県

持続可能社会研究会、2007）”での推計結果をベースに、

実行可能な施策を積み重ねて対策を必要量普及させるま

での道筋を“2030 年持続可能な滋賀へのロードマップ（滋

賀県持続可能社会研究会ロードマップ部会、2009）”とし

てまとめ提案した。滋賀県行政ではこのような提案を参考

に、“持続可能な滋賀社会ビジョン（滋賀県、2008）”を実

現する一つの道筋として、“滋賀県低炭素社会実現のため

の行程表（滋賀県、2011）”を策定している。 

本節では、いままで筆者らの研究グループが行ってきた

滋賀県を対象としたビジョン実現のためのロードマップ

づくりの内容を紹介する。 

 
2.1 ロードマップの作成手法 

基本的な考え方は、ビジョンにおける対策の普及率を達

成するためには、どのような施策をいつ実施すればよいか、

投入可能な資源や資金の制約の下スケジュール化するこ

とである。ここでは「ビジョン」の段階で同定した「対策」

を普及させるための「施策」を設定し、温室効果ガス削減

目標を達成するための各施策の実施時期を計算した。以下

にその具体的な手順を示す。 

まず、ビジョンで同定した対策を普及させるために必要

な施策を設定する。施策を設定するには、対策の普及の障

害を考え、障害があればそれを除去する施策を挙げる。次

にその施策を実施するに当たって障害がないか考える。こ

れを障害がなくなるまで繰り返す。対象とする地域に既に

短期の計画が存在する場合は、その計画で挙げられている

施策を参考にすることもできる。 

続いて、設定した各施策について、以下のような要件を

設定する。 

①温室効果ガス（GHG）直接削減量：施策の 100％実施

により得られる GHG 削減量(ktCO2/年)、ビジョンの段階で

推計された値を用いる②施策実施労力量：施策の 100％実 

 
図 1 施策の実施スケジュールの作成手順 

 

施に必要な労力投入量(初期投入量)③施策継続労力量：実

施後に施策を継続するのに必要な年間労力投入量、④施策

総合効果量：施策の実施時における直接・間接の GHG 排出

削減以外の施策効果量（相対値）、⑤最短実施期間：施策

の実施にかかる最短の期間、⑥必要先行施策：ある施策を

実施する前に実施完了することが必要な他の施策、⑦必要

並行施策：ある施策を実施するために必要な他の施策（例

えば「エコカー購入助成制度」は「エコカーの普及」の並

行施策）、⑧各年に投入可能な総労力量の上限 

最後に、設定した要件の値を用いて、各施策の実施時期

を図 1 の手順で計算する。ここでは総合効果量と総労力

量を勘案して目的関数を定式化し混合整数計画法(MIP)と

して求解する。限られた労力の下で、目標とする将来社会

にたどり着くための施策の実施時期を、想定した全ての施

策について計算する。 

 
2.2 ロードマップの提案 

前節のロードマップ作成手法は、滋賀県が行った“持続

可能な滋賀社会ビジョン（滋賀県、2008）”を実現するた

めの“滋賀県低炭素社会実現のための行程表（滋賀県、

2011）”の策定に活用されたが、本報告では、その前段階

として研究者の立場からこの手法を活用し、“持続可能社

会の実現に向けた滋賀シナリオ（滋賀県持続可能社会研究

会、2007）”で示した社会像を実現するために提案したロ

ードマップの概要を示す。詳細なロードマップの内容につ

いては、“2030 年持続可能な滋賀へのロードマップ（滋賀

県持続可能社会研究会ロードマップ部会、2009）”を参照

されたい。 

 

2.2.1 施策の設定と体系化 

“持続可能社会の実現に向けた滋賀シナリオ（滋賀県持

続可能社会研究会、2007）”で示した温室効果ガス排出量 

1	

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター研究報告書　第７号20



 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター研究報告書 第 7 号 
 

21
 

 
 

図 2 2030 年の方策別の削減内訳 

 
半減のための対策に加え、これらを実施するために事前に

行う必要があるもの、並行して行う必要があるもの、支援

する役割を持つものなどを「関連施策」として抽出し、す

べてが 2030 年までに完了するようにスケジュールを組む

作業が「ロードマップの作成」である。 

持続可能社会の実現に向けた滋賀シナリオで示した温

室効果ガス排出量半減のための対策とその削減効果を、6

つの方策と系統電力の改善に振り分けると、内訳は図 2

のグラフのように整理される。 

それぞれの方策に含まれる具体的な「温室効果ガスを削

減する施策」とそれに付随して必要となるプロセスを「関

連施策」として抽出し、それらの関係性を体系化したのが 

図 3（交通・物流以外の体系図は、2030 年持続可能な滋賀

へのロードマップ（滋賀県持続可能社会研究会ロードマッ

プ部会、2009）を参照されたい）である。 
ここで示したような施策の体系化とは、あくまで内容を

見易くするために整理したもので、それぞれを個別に進め

ることで結果的に持続可能社会が形成されるというもの

ではない。交通由来の環境負荷を低減するためにマイカー

利用を減らすということは、公共交通の整った市街地に賑

わいを取り戻すということと不可分であるし、市街地に人

が集まるには地域経済の活性化が必要である。多岐にわた

る対策を実行するために必要な、多岐にわたる施策のつな

がりを十分に理解し、整合性をもって推し進めていく体制

作りが最も必要であり、困難でもある。 
 
2.2.2 施策のスケジュールとその効果 

本報告では滋賀県の既存の施策や現在策定中の計画を

参考にしながら施策群をピックアップし、それぞれの施策

の実施に必要な行政資源、実施可能時期、実施による効果

等の値は現時点で妥当と考える想定値の下で試算を行っ

た。図 4 のグラフは、試算結果による施策のタイムスケ

ジュール（図 6、交通・物流の例）をもとに、2010 年か

ら 2030 年までの方策別の温室効果ガス排出削減量を示し

たものである。 

大きな社会基盤整備をともなう施策は後半に重点的に

行う一方で、日々の暮らしや仕事にとって身近な施策は前

半のうちに積極的に進めることで、目標年までにすべての

図 3 施策の体系図（交通・物流の例） 

施策が実施可能かつ、折り返し点の 2020 年には目標の 9
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割近い温室効果ガスの削減が達成される、という具体的 

なロードマップを提案した。 

方策ごとのロードマップの詳細については、“2030 年持

続可能な滋賀へのロードマップ（滋賀県持続可能社会研究

会ロードマップ部会、2009）”を参照されたい。 

 
3. 地元住民の参画による持続可能な将来社

会ビジョンの作成 

3.1  

滋賀全域、あるいは東近江市を対象とした将来社会ビジ

ョンの作成手順としては、まず地元ステイクホルダー(住

民・産業界・行政など)から寄せられた地域の将来に関す

る夢や意見を基に、ライフスタイル・産業・交通・エネル

ギーなどに関する将来の希望を整理、集約し、2030 年の

姿を叙述した「ストーリーライン」を作成する。そして、

その将来社会の「ストーリーライン」をふまえて“統合評

価モデル”を用いた定量推計を実施し、地域の各主体が語

り合う、持続可能な社会に向けた将来の夢が実現可能か否

かを判断する、またその結果をフィードバックすることで

更に議論を深めるといったプロセスを経て「ビジョン」を

作成する。最終的に、そのビジョンを実現するため、いつ、

誰が、何をしなければならないのか、その道筋「ロードマ 

 

 

 

ップ」を作成する（ビジョン作成の全体手順を図 5に示す）。

このように地元ステイクホルダーとの協働プロセスを経

ることで、滋賀における持続可能社会のシナリオの具体化

に大きく近づくことを意図している。 

 
3.2 滋賀における目指すべき社会の方向性に

関する検討 

本研究では昨年度より、滋賀全域の将来における持続可

能社会の理想像とその基となる「豊かさ」とはどのような

ものかを検討するために、のべ 8 回（21 年度 3 回、22 年

度 5回実施）の「滋賀変革構想検討委員会」と、2回（21

年度 1 回、22 年度 1 回実施）の「未来予想絵図作成市民

ワークショップ」を開催してきた。 

両者の議論のなかでは滋賀の将来について、具体的な行

動・活動に関する提案を中心に約 180 の提案があり、さら

に滋賀変革構想検討委員会ではそれらの提案を体系化す

ることによって、滋賀での持続可能社会づくりの中で目指

すべき基本的な方向性として、人々が「豊かさ」を感じる

ことのできる要素を検討した。その結果、参加者各自の将

来社会に希望する意見の根底に共通する価値観として、自

分たちの毎日の生活と地元地域との「つながり」が特に強

く尊重されていることが明らかとなった。 

「つながり」はさらに、自身の生活と地域の自然風土と

の関係性について、とくに琵琶湖に代表されるような“自

然と人とのつながり”と、かつての地域での営みを復活さ

せることによる“人と人とのつながり”に区別することが

できた。 

本研究ではそれを基に、県内の地域特性を踏まえて CO2

の大幅削減をはかりながら、豊かさを高められるような滋

賀全体の将来ビジョンを作成した。 

 

 

図 5 将来社会ビジョンの作成手順 

図 4 方策別の温室効果ガス排出削減量の変化 

（系統電力分は除外） 
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人口 (千人) 1,359 1,356 1,356 1.00 475 450 450 0.95 153 147 147 0.96

世帯数 (千世帯) 431 438 438 1.02 168 177 177 1.05 45 40 40 0.87
GDP (10億円) 6,246 8,317 8,317 1.33 1,978 2,634 2,634 1.33 710 885 885 1.25
一人あたりGDP (百万円) 4.59 6.14 6.14 1.34 4.17 5.85 5.85 1.40 4.63 6.02 6.02 1.30
産業生産額 (10億円) 11,629 14,984 14,984 1.29 3,458 4,416 4,416 1.28 1,351 1,631 1,631 1.21

業務床面積 (千m
2
) 30.3 45.5 45.5 1.50 12.3 18.7 18.7 1.52 3.2 4.5 4.5 1.39

旅客輸送量 (百万人-km 10,175 11,817 11,511 1.13 3,947 3,263 3,260 0.83 1,075 949 959 0.89
貨物輸送量 (百万t-km) 3,690 3,908 3,757 1.02 778 685 658 0.85 407 393 379 0.93
CO2排出量 (kt-C) 3,182 3,750 1,521 0.48 954 987 439 0.46 359 401 172 0.48

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

人口 (千人) 117 123 123 1.05 172 160 160 0.93 176 208 208 1.18

世帯数 (千世帯) 35 33 33 0.96 51 43 43 0.84 50 54 54 1.07
GDP (10億円) 617 907 907 1.47 905 1,120 1,120 1.24 784 1,027 1,027 1.31
一人あたりGDP (百万円) 5.28 7.38 7.38 1.40 5.26 7.00 7.00 1.33 4.46 4.95 4.95 1.11
産業生産額 (10億円) 1,198 1,766 1,766 1.47 1,747 2,123 2,123 1.22 1,526 1,879 1,879 1.23
業務床面積 (千m

2
) 2.3 3.0 3.0 1.32 3.4 4.1 4.1 1.19 3.4 6.0 6.0 1.76

旅客輸送量 (百万人-km 787 846 791 1.01 1,237 1,230 1,100 0.89 1,245 3,023 2,960 2.38
貨物輸送量 (百万t-km) 414 580 555 1.34 798 940 907 1.14 539 471 453 0.84
CO2排出量 (kt-C) 347 392 170 0.49 595 687 286 0.48 365 541 179 0.49

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

2000
2030
BaU

2030
CM

2030CM
/2000

人口 (千人) 114 104 104 0.91 95 106 106 1.12 58 57 57 0.99

世帯数 (千世帯) 36 36 36 1.02 28 35 35 1.24 18 20 20 1.10

GDP (10億円) 599 777 777 1.30 399 660 660 1.66 254 307 307 1.21

一人あたりGDP (百万円) 5.24 7.44 7.44 1.42 4.20 6.21 6.21 1.48 4.41 5.39 5.39 1.22

産業生産額 (10億円) 1,130 1,466 1,466 1.30 743 1,150 1,150 1.55 476 553 553 1.16

業務床面積 (千m
2
) 2.6 3.7 3.7 1.42 2.0 4.1 4.1 2.09 1.1 1.5 1.5 1.37

旅客輸送量 (百万人-km 741 617 599 0.81 726 810 786 1.08 417 1,080 1,056 2.53

貨物輸送量 (百万t-km) 419 519 499 1.19 216 210 202 0.93 119 109 105 0.88

CO2排出量 (kt-C) 284 312 139 0.49 179 261 88 0.49 99 169 48 0.49

東近江 甲賀 長浜

守山 近江八幡 高島

滋賀県計 大津 彦根

将来社会ビジョン作成の手順

 

図 4 方策別の温室効果ガス排出削減量の変化 

（系統電力分は除外）  
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□人、ものが環境に優しくつながる滋賀
□「もったいない」で変わる滋賀のくらし
□自然が生み出す滋賀の新エネルギー

□みどりと共生する滋賀のまち
□環境と共に成長する滋賀の産業
□琵琶湖と暮らしを支えるもりづくり
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3.3 持続可能な社会のストーリーラインの作

成（東近江市の例） 

滋賀県全域を対象とした自然共生的で持続可能な将来

社会ビジョンを描くのと並行して、21 年度より滋賀県東

近江市においても、地域の生活者にきわめて近い視点から

のビジョンを作成してきた。そこでは、持続可能な社会の

実現に不可欠な地域の主体が議論する「ひがしおうみ環境 

円卓会議」を設け、その議論の中で集約されてきたアイデ 
アを基礎として、持続可能な地域社会像を理解しやすい形

で表現する「ストーリーライン」を、会議メンバーとの協

働作業により作成し、“2030 年東近江市の将来像（ひがし 
おうみ環境円卓会議、2011 年）”としてまとめた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

これは地域社会の多様な側面に応じて、コミュニティ、

医療・福祉、教育・子ども、雇用・就業と産業、食・消費・

ごみ、自然とのかかわり、交通、エネルギーの 8章からな 

っている。また、委員自身が文章の校正作業を自ら実施す

ることで、文章化されたストーリーラインの中に、参加者

自身の将来社会への思いがより的確に反映されるように

するとともに、「この将来社会の姿は自分たちが考えたも

のである」という意識をもってもらうことを意図したのが

特徴である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 ビジョン実現のための施策のスケジュール（交通・物流の例） 
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図 7 統合評価モデルの中での地域圏の区分 

 
3.4 統合評価モデルによる将来社会ビジョン

の定量化 

前述した「滋賀変革構想検討委員会」、「未来予想絵図作

成市民ワークショップ」のなかでの滋賀県全般に関する将

来社会の方向性と、「ひがしおうみ環境円卓会議」で作成

した将来社会のストーリーラインをもとに、県下各地域に

ついて統合評価モデルに必要なパラメータを決定し、将来

社会像の定量化を行った。 

これは提案されたアイデアをもとにしながら、環境目標

（2030 年において温室効果ガス排出量を 1990 年比半減）

をクリアしつつ、かつ社会経済指標の整合性が取れた状態

を求めることで実現可能性を裏付けることを目的として

いる。 

統合評価モデルでは、滋賀県下を図 7 のように 8 つの

地域圏に分割して推計を行った。以下に計算結果の要点を

示す。 
 
① 人口と世帯数 
 自然豊かな地域への移住が進み、滋賀県の全体人口は

2030 年にもほぼ横ばいとなっているが、多世代同居や共 

住などの形で暮らす家が増え、世帯数は約 1割減少してい

る（図 8）。 

② 産業 
 図 9のグラフは2000年と2030年の第1次～3次産業別

に、滋賀県における「地域外から移入（輸入）した」「地

域内で生産・消費した」「地域外に移出（輸出）した」生

産物を金額ベースで比較したものである。 

 生活のゆとりを望む人が増えることから全体としての

産業生産は縮小する。しかしその中で、第 1 次産業は生産

自体が大きく伸びるのに加え、自給自足の生活や、ライフ

スタイルの改善としての家庭料理の見直し、「湖の駅」の

朝市などの地産地消システムの確立、休耕田の有効活用な

どによって地域内で生産・消費される生産物が大幅に増加

する。さらに、近江米、近江牛、近江茶、湖魚などが地域

ブランドとして大阪、京都を中心に広く買われることにな

る。さらに働き方が多様化し、ワークシェアリングなどが

広く取り入れられることで十分な働き手が得られ、農地や

里山を生かした産業の活性化へと波及する。また、「半農

半 X」などの暮らしが増加するなど多様な働き方が普及す

る。 

 第 2次産業の生産については、節約志向の高まりや「も

ったいない市場」の活性化などから多少縮小しているが、

適正技術を活かした地域内の自立型中小企業の活躍によ

り地域内自給額は大幅な増、移輸出額は微減となっており、

この地域圏の製造業の競争力は失われていない。特に、甲

賀圏を中心として形成されている適正技術を活かした中

小企業クラスターから生産されたローテクな省エネ製品

は、県内の自然共生型生活を支えており、それらは労働集

約型でもあることから地域雇用の創出にも貢献している。 

第 3次産業は地域の力で賄うサービス業・教育業（農業体

験、暮らし体験など）・福祉業が増えることで輸入額が減

少し、県内自給額が増加している。特に、移出額が伸びを

見せているのは、豊かな自然を生かした暮らし体験や体
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図 8 人口と世帯数 

 

 地域圏 構成市町 

① 大津 大津市、草津市、栗東市 

② 彦根 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、

③ 東近江 東近江市 

④ 甲賀 甲賀市、湖南市、日野町 

⑤ 長浜 

長浜市、米原市、旧虎姫町、旧湖北町、旧

高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井

町 

⑥ 守山 守山市、野洲市 

⑦ 近江八幡 近江八幡市、竜王町 

⑧ 高島 高島市 
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＜第 2次産業＞ 
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 ＜第 3次産業＞ 

図 9 滋賀県における産業の移輸出・移輸入・自給構造 

 

験型農業、エコツーリズムなどが盛んになることで、県内

を訪れる人が増えることによる地域の活性化を意味する。

また、大津圏など一部の地域では高齢者向けの生涯サービ

スの仕組みができており、それらが地域の活性化にもつな

がっている。 

③ 人々の移動 
 図 10 には地域圏内、県内、県外での旅客移動距離を示

した。 

滋賀では都市はコンパクトにまとまり、住宅、職場、学

校、商店等が近い範囲内に共存しているため、地域圏内で

の移動需要そのものが 25%削減されるとともに、自転車や

徒歩で十分な範囲内に生活圏が形成されている。市街地に

は自転車道が整備され、船やバス、電車にも積み込んで対

岸や遠方の移動にも自転車が利用できる。さらにバスと電

車の連携システムが整い地域圏内での車の利用が減少し、

バスや鉄道などの公共交通の分担率が現在の約 2 倍に増

えている。 

またカーシェアリング、乗合タクシー、コミュニティバ

スなど車は多人数で利用する形が主流になっており、地域

圏内のクルマの 23%が電気自動車となっている。さらに、 

“人々の出会い”“交流の手段”として舟運も一定の役割

を果たしている。 
④ 二酸化炭素排出量 
 表 1 および図 11 に滋賀県全域の二酸化炭素排出量を

示した。2030年の排出量は1990年比で50%削減している。 
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図 10 旅客移動距離 

 

表 1 滋賀県全域における温室効果ガス排出量の推計 

1990年 2000年 2030年 1990年比

家 庭 1,240 1,686 330 -73%
業 務 1,013 1,261 527 -48%
産 業 6,749 6,385 4,118 -39%
旅 客 1,155 1,736 164 -86%
貨 物 924 1,112 415 -55%
合 計 11,081 12,180 5,555 -50%

部 門
温室効果ガス排出量 (kt-CO2)
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図 11 滋賀県全域における温室効果ガス排出量の推計 
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4. 滋賀での今後の展開 

温室効果ガスを大幅に削減した持続可能な社会の実現

は価値観まで含めた地域社会の構造変革が重要である一

方で、地域社会にとって温室効果ガスを減らすことによる

恩恵が必ずしも明確には認識されていない。そこで、まず

は地域社会がより良好であるためには、地域社会がより豊

かであるためには、という視点で地域社会の変革の方向性

を検討し、その中でどのようにして温室効果ガスも減らし

ていけるのか、という視点からアプローチすることが望ま

しい。 

そこで、筆者らの研究グループでは、持続可能な社会を、

“2030 年に二酸化炭素排出量を半減(1990 年比)という制

約下で、地域の豊かさを可能な限り達成する社会”と改め

て定義し、滋賀県全体と東近江市を対象に、その社会の具

体的な姿（ビジョン）と実現のための道筋（ロードマップ）

の検討を行っている。 

その作業のために、いままで行政担当者、県内の企業経

営者、地元の生活者、様々な活動の実践者および有識者か

らなる「滋賀変革構想検討委員会」と「ひがしおうみ環境

円卓会議（委員 26 名）」を発足し、将来の地域社会の理想

像を議論してきた。その議論では、前述したように、滋賀

における持続可能な社会づくりの中で目指すべき基本的

な方向性、また人々が幸せや豊かさを感じることのできる

要素として、①地域での人と人とのつながり、②地域の自

然と人とのつながり、がきわめて重要なファクターである

ことを見出している。 

これからは将来社会ビジョンを描く段階と同様に「地域

での人と人とのつながり」や「地域の自然と人とのつなが

り」をいかに高めるかという視点に立ち、現在から 2030

年に至るまでの実現ロードマップを検討していく予定で

ある。特に、東近江市では、ビジョンづくりの参画者を地

元の生活者および様々な活動の実践者で構成しているた

め、参画者らの経験を活かし、“だれが”中心になり“ど

こで”行うのか、という具体性をおびた地域に根差したロ

ードマップを作成することにしている。 

このような脱温暖化対策の枠にとらわれない、“地域の

豊かさの向上”を中心に考える我々の研究グループの地域

づくりの視点は、他地域においても大きな示唆を与えうる

と考えている。 

 
5. 持続可能な滋賀社会づくりに向けた経済

的手法の可能性 

 県はこれまで、第三次滋賀県環境総合計画に基づき、「循

環型社会づくり」「自然共生社会づくり」「低炭素社会づく

り」の 3側面から持続可能な滋賀社会づくりを推進してき

た（図 12）。しかし今後その動きをさらに加速させていく 

 
図 12 持続可能な滋賀社会 

【出典】第三次滋賀県環境総合計画 26 ページ 

 
ためにも、より実効力のある政策手段を開発・実施してい

くことが求められている。 
本政策課題研究では、考えられるいくつかの政策手法の

中から「経済的手法（economic instruments）」に注目し、

それが持続可能な滋賀社会づくりに向けていかなる可能

性をもつのかについて検討してきた。 

 なお経済的手法の具体的中身であるが、本政策課題研究

では諸富（2003）などをふまえて図 13 のように環境政策

手法を整理するとともに、「地方環境税」と「地方排出量

取引制度」の 2 つから経済的手法が成り立つものと見なし

ている。そして前者の地方環境税については、同じく図 13

にあるように、さらに「産業廃棄物税」「森林・水源環境

税」「地方炭素税」「自動車関連税制のグリーン化」の計 4

つから構成されるものとしている。 

5 章は、以下 2 点の内容から構成される。第 1に、県が

すでに導入している経済的手法（滋賀県産業廃棄物税、琵

琶湖森林づくり県民税）について、持続可能な滋賀社会と

いう観点から今後の方向性などを整理する。第 2に、県が

導入していない他の経済的手法（地方炭素税、自動車関連

税制のグリーン化、地方排出量取引制度）についても同様

の観点から検討を加える。 

 
5.1 方法 

 5 章における分析は、扱っている内容やテーマからも分

かるように社会科学的視点に基づくものであり、経済学・

財政学の方法論に依拠して実施した。また分析にあたって

は、経済的手法に係る理論・制度・歴史・政策などを包括

的に扱う、という方法が採用された。その結果をより詳細

に知りたいという場合には、総合報告書の方を参照してい

ただければ幸いである。 

ところで 5章は、「あるべき政策」とか「とるべき対策」

なるものを純粋に専門学術的視点から描き出し、それを同 

じく専門学術的立場から行政に突きつけるというような

、

、
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環境政策手法

直接規制

経済的手法

その他

地方環境税

地方排出量取引制度

自発的取り組み

公共支出

土地利用計画、都市計画、国土計画

環境教育

情報提供型政策手段

補助金

産業廃棄物税

森林・水源環境税

地方炭素税

自動車関連税制のグリーン化

循環型社会づくり

自然共生社会づくり

低炭素社会づくり

 
図 13 環境政策手法の分類からみた経済的手法とその内容 

【出典】諸富（2003）を参考に筆者作成 

 

しばしば見られるタイプの政策提言型研究スタイルから

は意図的に距離を置いている。 

そうではなく、持続可能な滋賀社会づくりの推進という

現実の課題に取り組んでいく上で有用となりうる学術的

知見を、行政担当職員や県民の立場にできるだけ寄り添い

ながら整理・提示する、という方針のもと本政策課題研究

は実施された。 

 
5.2 考察 

5.2.1 経済的手法の特徴 

経済的手法は、他の環境政策手法と比べていくつか特徴

がある。第 1に効率性である。直接規制などと比べた場合、

理論的には、経済的手法を用いると社会全体で見た場合よ

り低いコストで排出削減が可能になることが知られてい

る。またより安価に排出削減を実施できるような技術開発

を中長期的にわたって促していくことができるともいわ

れている。 

 第 2に公平性である。環境悪化にともなう社会的費用を

負担する方法のうち、社会的な公正観に最も合致するのは

汚染者負担原則（PPP, Polluters Pays Principle）であ

る。経済的手法の制度設計には、この考え方が組み入れら

れていることが多い。 

しかし、現実の経済的手法は常に優れているわけでもな

ければ、常に期待通りの成果を発揮しているわけでもない。

持続可能な滋賀社会づくりに向けて経済的手法が持つ可

能性を具体的に検討するには、「県内外ですでに実施され

ている経済的手法からは、どのような知見や教訓が得られ

ているのか」「仮に経済的手法を導入するとすれば、いか

なる制度的条件が必要になるのか」「仮に経済的手法を導

入した場合、どのような条件下であれば政策効果が発揮さ

れうるのか」といった点を考察する必要がある。 
 
5.2.2 地方環境税とその制度設計上の論点 

一般的に、地方環境税には「インセンティヴ機能（経済

的誘因を通じて環境に負荷を与える行為を抑制し望まし

い環境水準の実現を図るという機能）」、それに「財源調達

機能（保全しようとしている環境の維持管理に必要となる

財源を調達するという機能）」という 2つの機能がある。 

また地方環境税の導入にはいくつかの形態がある。まず

分かりやすいのは「新税の導入」という形態であり、県で

いえば産業廃棄物税が該当する。また他には「既存税のグ

リーン化」という形態もあり、県でいえば琵琶湖森林づく

り県民税が該当する。 

 持続可能な滋賀社会づくりに向けた地方環境税を考え

るといった場合、いくつかの制度設計上の論点がある。第

1に、税を導入すれば、それがインセンティヴ機能と財源

調達機能のどちらに主眼を置くのかに関わらず、現実に税

収が入ってくるため、それをどのように用いるのかという

問題が発生する。「環境施策の財源に充てる」「税負担軽減

のための補助金財源に充てる」「一般財源に繰り入れる」

「既存の地方税を減税して税収中立とする」といったさま

ざまなオプションがあるが、県の税収調達体系はどうある

べきかという視点抜きにそれを決定することはできない。 

第 2に、いくら税（歳入）の部分に注目して取り組みを

すすめたとしても、仮に歳出側において、持続可能社会づ

くりの観点から見て政策効果が薄い諸事業を展開してい

るといった状況が見られるのであれば、その地方環境税は

持続可能社会づくりのツールとして失格であるし、そもそ

も納税者の理解も得られない。 

第 3に、税を導入するという場合、政策効果がどの程度

期待できるのか、あるいは環境保全がどれほどすすむのか

といった点が確かに関心の的とならざるをえない。しかし

地方税法による制約等の中で、そもそも地方政府は課税自

主権が行使できるのか、できるとしたらどのような範囲で

可能か、等が問題になってしまうのである（諸富、2000）。

地方分権一括法によって各種制約が幾分緩和したとはい

え、それ以外にも主要な税目や課税ベースが国税や既存の

地方税によって占有されているという状況は変わってお

らず、そのことが障壁となる可能性が高い。 

 

5.2.3 持続可能な滋賀社会と産業廃棄物税 

滋賀県を含めたすべての産業廃棄物税は、地方分権一括

法で創設された法定外目的税制度の枠組みを用いており、

その税収は全て産業廃棄物に関連した施策に充てられて

いる。また滋賀県の制度は、他の大多数の府県とは異なり、
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排出事業者からの排出に対して直接課税（上流課税）する

という点に大きな特質があり、排出削減インセンティヴの

発揮が大きく期待できるものとなっている。 

だが滋賀県産業廃棄物税には課題も多い。例えば、滋賀

の税には徴税コストの観点から免税点が設定されている

が、これは公平性の観点からは問題である。 

また一般的に、産業廃棄物税は「税源の移動性」という

問題に対応するための各種工夫が必要になる。そもそも地

方税は、税源がその地方から容易に移動してしまわないよ

うな税であることが望ましい。しかし例えば産業廃棄物税

導入県と未導入県とが地理的に隣接している場合、何も手

を打たなければ課税によって導入県の産業廃棄物が負担

を嫌って未導入県に逃避してしまう可能性がある。また滋

賀県は上流課税システムを採用していることから、これま

た何も手を打たなければ他府県との二重課税が起きてし

まう危険性が高い。滋賀県はこれらに対応すべく複雑な制

度設計措置の適用を余儀なくされており、徴税コストが高

くつきがちとなっている。 
 
5.2.4 持続可能な滋賀社会と森林・水源環境 

    税 

 滋賀県を含めた大多数の森林・水源環境税は、個人県民

税・法人県民税の均等割に対して上乗せする超過課税方式

を採用している。また超過課税分の税収を一般財源ではな

く基金などに繰り入れ、それを森林・水源環境整備施策実

施のために用いている。 

持続可能な滋賀社会づくりに向けた琵琶湖森林づくり

県民税の課題のうち、最も大きいのは課税根拠をめぐる問

題である。 

滋賀は大多数の他府県と同様に、「森林保全による便益

は全県民に等しく及ぶので、その実施費用は全県民が等し

く負担すべきである」という考え方に基づいて税の制度設

計を行っている。しかし他方で、例えば、享受する便益の

量は厳密には県民一人一人で異なるのであるから、便益の

量に応じて税負担額も変えるべきだ、とする考え方も成り

立ちうる。また、便益が県外にも広がるという問題もある。

森林がもつ公益的機能の便益は琵琶湖下流府県にも及ん

でいると見なせるし、さらにいえば森林吸収源確保対策事

業をはじめとする地球温暖化対策関連施策の便益は究極

的には地球全体に及んでいる。こうした受益＝負担関係の

乖離という問題をどう考えるかという点も考慮しなけれ

ばならない。 
 
5.2.5 持続可能な滋賀社会と地方炭素税 

地方炭素税は、産業廃棄物税や森林・水源環境税と異な

り実際の導入事例は一つもないが、いくつかの都道府県で

は検討が始まっている。検討案の中身はさまざまだが、共

通しているのは、化石燃料の消費などに対して税をかけ、

その使用量を抑制させることで二酸化炭素排出を削減す

る、というのが基本的な発想となっているという点である。

また案では、地球温暖化防止施策の財源をその税によって

まかなうことが企図されている場合も少なくない。つまり

地方炭素税というのは、これまで紹介してきた地方環境税

と同様、インセンティヴ機能や財源調達機能の発揮を謳っ

ている税なのである。 

 だが地方炭素税の導入には課題が山積している。地方炭

素税を仮に創設するとなれば、それは必然的にエネルギー

課税という性質をもつ。しかし、例えば化石燃料の消費に

課税するといっても、もうすでに既存のエネルギー関連諸

税が化石燃料に関する主だった課税ベースをすでに占有

している。そのことが地方独自の地方炭素税を創設したり、

その税が政策効果を発揮したりすることを妨げている。 

 また例えば化石燃料の消費に課税するなど、下流課税シ

ステムを採用すれば、産業廃棄物税の場合と同じく「税源

の移動性」の問題が大きく顕在化してしまう。 

さらに地方炭素税（エネルギー課税）というのは生活必

需品課税という色彩を帯びることになりやすく、負担の大

きさの問題はもちろん負担の逆進性問題にも対応が必要

となってくる。しかし税率を下げたり免税措置を充実させ

たりすれば、インセンティヴ機能や財源調達機能をある程

度犠牲にしなければならないし、税務行政も複雑なものに

なってしまう。 
 
5.2.6 持続可能な滋賀社会と自動車関連税制

グリーン化 

「自動車関連税制のグリーン化」とは、自動車取得税や

自動車税といった県税の中に環境配慮の仕組みを組み込

むという取り組みのことである。 

自動車関連税制のグリーン化は、すでにいくつか実績が

ある。自動車取得税には、低燃費車特例が導入されている

ほか（平成 11 年度から）、環境対応車普及促進税制（いわ

ゆる「エコカー減税」、平成 21 年度～23 年度）によって、

燃費性能等に応じた税の軽減措置がとられている。また自

動車税にも、燃費性能等の優れた自動車について税率を軽

減するとともに、新車新規登録から一定年数を経た自動車

について税率を重課するという仕組みが平成 13 年度から

全国で導入されている。  

また国などでも自動車関連税制をめぐる議論が本格化

しつつあり、自動車重量税（国税）と自動車税を一本化し

て都道府県税化するとともに、二酸化炭素排出量と税額を

連動させるという環境自動車税（仮称）構想などが検討さ

れたところである。 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター研究報告書　第７号28



 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター研究報告書 第 7 号 
 

29
 

こういう状況下でさらなる自動車関連税制のグリーン

化を展望するという場合、一つの選択肢として、例えば自

動車取得税の取得価格課税ベースを二酸化炭素排出や排

気量などを加味したものに変える、といったものが考えら

れよう。また自動車税についても、先述の環境自動車税構

想のように財産税的性格（排気量）や道路損傷負担金的性

格（最大積載量）に加えて環境損傷負担金的性格を新たに

組み込むなど、二酸化炭素排出も加味した課税ベースを設

定するといった方法が考えられる。 

しかし上記のような試みを県独自のイニシアティブに

よって実現することは、地方税制や税務行政上の課題が多

いため非常に困難である。その最たるものが地方税法と自

動車重量税法であり、それらの改正なくして自動車取得税

のグリーン化や環境自動車税の創設はできない。 

あと自動車取得税については、現在エコカー減税によっ

て滋賀県を含む各都道府県はすでに大幅税収減に直面し

ており、さらなるグリーン化によってその傾向に拍車がか

かるとなると、財政運営への悪影響という別の大きな問題

が発生してしまう。 

 
5.2.7 持続可能な滋賀社会と地方排出量取引

制度 

地方排出量取引制度にはいくつかのタイプが考えられ

るが、そのうち最も一般的なのが、温室効果ガス排出源ご

とに排出可能上限量を設定し、上限を超えて排出した排出

源と上限を下回って削減した排出源との間で排出量の取

引を認める、というものである。現在地方排出量取引制度

を導入しているのは東京都と埼玉県だが、双方ともこうし

た仕組みを採用している。 

ところで「しが炭素基金」に代表されるように、地方排

出量取引制度の発想を部分的に取り入れたさまざまな自

主参加型カーボンオフセット制度が、現在県内外で誕生し

ている。しかしこれは地方排出量取引制度とは違って任意

参加型の枠組みであり、しかも例えば東京都の制度とは異

なり、削減義務未達成時における措置命令や罰金のように、

環境政策手法としての強制力行使を想定していない仕組

みである。したがってそれは地方排出量取引制度とは別種

の取り組みであることに注意しなければならない。 

 
5.3 経済的手法に関するまとめ 

5.3.1 持続可能な滋賀社会と地方環境税 

5.2.2 が示唆するように、地方環境税という制度は、最

終的には行政の歳入・歳出両面を包括的に把握しつつ、そ

れらをいかにグリーン化するのかという問題に行き着く。

したがって「持続可能な滋賀社会に向けた地方環境税」を

構想する場合は、持続可能な滋賀社会の実現に向けた総合

的制度改革の中に戦略的に位置づけられたものでなけれ

ばならない。 

なお他府県の情勢を見ていると、環境施策の財源を調達

するという点に地方環境税の主眼が置かれていることが

多いが、これは諸刃の剣である。使途を明確にすることで

痛税感を和らげ、納税者の理解が得られやすいことが利点

であるが、弾力的な財政運営の妨げになりうるという問題

がある。また基本的に目的税的運用方式は「単一予算主義

原則（歳入と歳出を計上する予算は基本的に一つでなけれ

ばならない）」や「ノン・アフェクタシオン原則（財政に

おいては基本的に特定の収入と支出を結び付けるべきで

はない）」といった予算原則から逸脱した方式であり、納

税者の意思に基づいた予算統制を行うという観点からは

問題を含むこともある。 

「ある環境施策の財源を調達する」ということに地方環

境税の創設根拠を置こうとする場合、一般財源を用いた既

存の関連施策だけでは政策目標の達成や県民ニーズの充

足ができず、新たな施策の立ち上げがどうしても不可欠に

なるということ、そして前述のようなオプションの検討・

努力にもかかわらずその実施財源が確保できないことに

ついて、納税者に説明し同意を得なければならない。 

 

5.3.2 持続可能な滋賀社会と滋賀県産業廃棄

物税の基本的方向性 

滋賀県産業廃棄物税の主眼がインセンティヴ機能にあ

るのだから、その政策効果はインセンティヴ機能がどの程

度発揮されたのか、そしてそれによって産業廃棄物の排出

がどの程度抑制されたのかという視点から評価される必

要がある。しかし産業廃棄物排出にはさまざまな経済的・

社会的要因が複雑に絡み合っており、税の政策効果だけを

取り出してそれを定量的に提示・予測することは技術的に

非常に困難である。したがって、さしあたりは、社会情勢

の変化や研究の発展などに柔軟に対応できる体制を整備

し、将来的な評価・見直しに向けて備えておくべきである。 

また、税収の使途事業がどの程度成果をあげているのか

という点も、税の政策効果を評価する重要な視点である。

税収の使途を「持続可能な滋賀社会づくり」に資する事業

へと拡張するなど、税収の柔軟な使用を認める新たな制度

的枠組みの可能性についても検討すべきである。 

それに、5.2.3 にも示されているが、産業廃棄物税運用

にともなう最大の課題は、環境施策上の効果を損なうこと

なく、かつ税務行政上の要請も満たしつつ、この税源の移

動性問題へいかに対応するかという点にある。現在県でと

られている工夫は数ある方法の中の一つであるが、現在の

方法が最善のものであるのかどうか、専門家の意見等もふ

まえながら絶えず検討していく必要がある。 
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5.3.3 持続可能な滋賀社会と琵琶湖森林づく

り県民税の基本的方向性 

持続可能な滋賀社会づくりに向けては、まずそもそも琵

琶湖森林づくり県民税という税は財源調達機能の発揮を

主眼としているのだから、「使途事業の成果を高める」と

いう視点が税の政策効果を考える上で何よりも重要にな

ってくる。現在、例えば宮城県のように税収の使途を広く

環境施策全般に拡張するなど、森林づくりという枠組みを

超えた試みを実施している地域がある。県としても今後、

こうした措置の是非について、専門家や森林関係者、一般

県民が参加する流域森林づくり委員会からの提言もふま

えつつ考えてみる必要がある。 

あと 5.2.4 で論じた課税根拠の問題については、納税者

のより一層の理解を得るためにも、制度や使途の周知など

普及啓発をすすめることはもちろんのこと、中長期的には

社会経済情勢の推移を勘案しながら、課税制度等について

引き続き持続的な見直しを図ることなどが必要である。ま

た受益＝負担関係の乖離問題については、費用負担および

その使途も含めた新たな連携や協働のあり方について、県

を超えたより広域のレベルでの議論を行うともに、そうし

たことを通じて納税者のより一層の理解をはぐくんでい

く必要がある。 

 
5.3.4 持続可能な滋賀社会と地方炭素税の可

能性 

政策関係課の判断に基づき、地方炭素税についての検討

が仮に始まったような場合、まず何よりも、5.2.5 で示し

た山積する課題や問題の存在をきちんと把握していくよ

うな場を新たに設けることから着手していくべきである。 

その場合、地方炭素税には環境施策上というよりはむし

ろ地方税制や税務行政上の課題が多いことから、外部の専

門家を中心に地方税制のあり方の検討を主たる任務とす

る委員会を新たに立ち上げ（例：東京都税制調査会、神奈

川県地方税制等研究会）、そこで議論するという方式をと

ることが望ましい。 

 

5.3.5 持続可能な滋賀社会と自動車関連税制

グリーン化の可能性 

自動車関連税制のグリーン化を実施するには、地方炭素

税の場合と同様、5.2.6 で示したような数多くの地方税制

や税務行政上の課題を乗り越える必要があり、したがって

まずはそういった諸課題に関する論点整理から着手して

いかなければならない。 

ちなみに、法改正といった大幅な制度改革をせずとも、

たちまち県単独で実施可能な取り組みというのが一応は

ある。例えば埼玉県には、自動車税の税収の 1.5 パーセン

トを「彩の国みどりの基金」に繰り入れ、それを「地球温

暖化の防止、水源のかん養その他の森林の有する公益的機

能の維持増進」「生活に潤いと安らぎをもたらす身近な緑

の保全及び創出」「環境教育の推進」等に用いるという仕

組みがある。滋賀とちがって森林環境税が創設されていな

いこと、あるいは他のさまざまな歳出における財源的な犠

牲の上に成り立つ仕組みだということ等には注意を要す

るものの、県としても検討してみる必要がある。 

 

5.3.6 持続可能な滋賀社会と地方排出量取引

制度の可能性 

仮に県においても独自制度の創設・運用するとなった場

合、一つの選択肢としては、やはり東京都のような制度の

導入可能性について検討するというものになろう。しかし

それには、下記のような多くの課題があることを認識して

おく必要がある。 

 まず、現在すでに国等が実施する自主参加型の排出量取

引制度があるほか（例：JVETS、試行排出量取引スキーム）、

より本格的な国内排出量取引制度の創設をめぐって現在

国を中心にさまざまな議論が続いているところである。そ

ういった状況の中でさらに新制度の創設を検討する場合

は、参加者の混乱を防いだり正味の施策効果を高めたりす

るためにも、まずは既存の類似制度との住み分けをしっか

り行う必要がある。 

それに、もし仮に県独自の地方排出量取引制度導入を検

討する場合は、東京都のように強力な実効性確保手段を設

けることの是非について、産業構造・地域構造といった視

点も交えながら県民を巻き込んだ議論を行うことが不可

欠である。 

 
5.4 経済的手法に関する結論 

 本政策課題研究における分析結果をふまえ、最後に以下

の 2点を強調し、5章のまとめにかえたい。 

第 1 に、「持続可能な滋賀社会づくりに向けた経済的手

法」は、環境保全の観点から見て望ましいような制度設計

を施すというだけでは不十分である。例えば地方環境税で

あれば、地方税制や税務行政の観点から求められる諸要件

についても満たす制度設計でなければならない、といった

具合である。これは、「廃棄物排出量を○割以下に抑える、

あるいは温室効果ガス排出量を○％減らすには、地方環境

税の税率はいったい何％に設定すればよいのか」といった

類の問いとは全く次元を異にする論点である。 

第 2 に、「あるべき経済的手法」そのものよりも、そう

いったものを考えるための場づくり・プロセスづくりを構

想する方が、今後持続可能な滋賀社会づくりに向けた課題

としての重要度は高い。5章で示してきたような社会科学
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的知見をきちんと扱うことのできる場やプロセスを担う

人材を、行政の内外でどう育成し組織するか。今県に問わ

れているのはそれである。 
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